
告示第１１号 
 

大和高田市公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例（平成１７年条例第
１号）第６条第２項の規定により、指定管理者の指定について告示します。 

 
令和７年２月５日 

 
大和高田市⻑  堀内 大造 

 
 
 
１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設 
（１）施設の名称 

JR 高田駅⻄側駐⾞場 
（２）施設の所在地 

大和高田市本郷町２１８番地３ 
 
２ 指定管理者となる団体の所在地及び名称 
（１）団体の名称 
   名称  タイムズグループ 
   代表者 ⻄川 光一 
（２）団体の所在地 

東京都品川区⻄五反田⼆丁目２０番 4 号 
 

３ 指定管理者が行う業務の範囲 
  大和高田市自動⾞駐⾞場条例（平成８年条例第 24 号）第１４条に規定する業務 
 
４ 指定管理者の指定の期間 

令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 


